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１　はじめに

　著作権法では職務著作の場合（著作権法15条）及
び映画の著作物の場合（同法29条）を除き、著作者
が著作権を原始取得することを原則としている（同
法17条１項）。この規定は一般的に強行規定と解さ
れており、契約等でこれと異なる条項を設けた場合

でも著作権の原始取得については著作権法の規定に
より決まり、当該条項についてはその解釈の結果承
継取得の範囲で効果が認められるにとどまるとされ
る。
　また、このようにして著作権者が定められた著作
物を翻案して二次的著作物が創作された場合、著作
権者の権利は当該二次的著作物の利用にも及ぶこと
とされている（28条）。
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　このような著作権法の規定については、一般的に
創作者にとっての創作過程が終了した段階での、い
わば最終的な成果物としての著作物を想定した議論
がなされている。しかし、創作されている作品が著
作物となるのは、それが「思想又は感情の創作的表
現」として認められるに至った段階である。創作過
程にある作品がかかる段階に至った場合、当該作品
は、たとえそれが創作者にとっていまだ創作過程に
ある未完成の作品であったとしても、著作権法上は
著作物となり、著作権が成立することとなる。
　もっとも、かかる未完成の作品が、例えば執筆過
程の推敲段階にある小説のように、ある特定の創作
者による創作過程で創作された、最終的な成果物と
しての著作物と同一種類の著作物であれば、創作過
程で成立した著作権はその後の創作過程を経た最終
的な成果物としての著作物に対する著作権に収斂さ
れることになるので、それ自体の著作権について論
じる実益、必要性は乏しいといえる。
　しかし、未完成の作品が最終的な著作物と著作物
の種類を異にする場合や著作者となる創作者が異な
る場合には、かかる作品について成立する著作権は、
最終的な成果物としての著作物に対する著作権に収
斂されるとは言い難く、その帰趨を論じる実益、必
要性がある場合もあり得ると考えられる。
　本稿は、そのような最終的な成果物としての著作
物（以下「最終成果物的著作物」という）の創作過
程で創作される著作物（以下「中間成果物的著作物」
という）について、その著作権の帰趨を論じる実益、
必要性がある場合を前提に、中間成果物的著作物に
関する権利関係を論じるものである。

２　写真と動画の権利関係

　中間成果物的著作物に対する著作権と最終成果物
的著作物に対する著作権の乖離が生じる典型的な場
合は、写真の創作過程において動画が制作された場
合、つまり写真を制作するために動画を撮影し、そ
の動画から切り出した写真を最終成果物とする場合
である。もっとも、映画であれ写真であれ、職務著
作（著作権法15条）の要件を満たす場合は、当該著
作物の創作者の属する法人等が著作者であり、著作

権者となるので（同法29条１項）、以下では職務著
作の要件を充足しない場合を前提に論じることとす
る。

（１）写真の著作物の著作者・著作権者

冒頭で述べた通り、著作権法は一般的には著作
物を創作する者を著作者とし、その著作者が著作
権を原始取得するとしている。写真の著作物の著
作者について認定した裁判例のうち①ＳＭ写真事
件（東京地判昭和61年６月20判タ637号209頁）は、

「本件写真を撮影するに当たつて、被告の従業員
である編集者が、ＳＭ写真のテーマの企画、カメ
ラマン、モデル及び縛り師の選定依頼、撮影場所
の確保、撮影に必要な小道具類の準備等を行つた
こと、撮影現場においては、編集者、原告及び縛
り師らが話し合いながら、シチュエイション、縛
り方等を決め、縛り師がモデルを縄で縛つたこ
と、その後、時には編集者又は縛り師がカメラア
ングル、ライティング等について要望ないし注文
を出すこともあつたが、原告自身が構図、カメラ
アングル、ライティング等を決めたうえ、助手に
指示してライティングを行い、モデルに種々の細
かい手足のポーズ、顔の向き、表情を指示するな
どして（この点は当事者間に争いがない。）、原告
の判断でシャッターチャンスを選択し、原告自ら
シャッターを押したこと、撮影したフィルムは、
カラー写真の場合には専門業者に依頼し、白黒写
真の場合には原告自身が現像及び焼付を行い、こ
れら現像ずみフィルム又は写真を編集者に手渡し
ていたこと、カメラマンとしての原告に対する報
酬等の支払は、他のカメラマンの場合には日当払
い又は時間給払いの方法が採られることもあるが、
原告の場合には、雑誌に掲載の都度、掲載頁数に
応じた金員が「原稿料」として支払われていたこ
とが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠
はない。右事実殊に構図、カメラアングル、光量、
シャッターチャンスを原告自らの判断で選択・調
整していた事実に鑑みると、本件写真の製作に必
要な精神的創作活動は原告が行つたものというべ
く、本件写真の著作者は原告であり、その著作権
は原告に帰属すると認めるのが相当である。」とし
ている（下線は加筆したもの。以下も同様である。）。


